おおた関係人口創出・拡大のための対流促進事業補助金
チェックリスト



にチェックを入れてください。

対象事業
　補助金交付決定から事業を開始し、令和９年２月２８日（日）までに完了するものである。
　関係人口の創出・拡大を図る事業である。
　関係人口の獲得のための取組みが一過性のものにならず、継続して豊かな関係性を育んで
いける事業である。
　関係人口について、募集要項を読み、意味を十分に理解している。
　申請事業に参加した人・関わった人たちに、太田市（地域）や地域の人々とどのように携わ
ってもらうか、関りをもってもらうか考えている。
　下記に該当しない
×太田市または太田市の外郭団体からこの補助金以外の補助金助成を受けている（またはその申請をしている）事業である。
×太田市または太田市の外郭団体との共同事業である。
×事業実施主体の法人・団体・代表者に市税等の滞納がある。
　応募書類を基に審査が行われ、認定された事業のみ申請できることを理解している。


対象経費
　対象経費の総額の２分の１以内に相当する額（その額に1,000円未満の端数があるとき
は、その端数を切り捨てた額）が補助金の額（上限20万円）となることについて理解して
いる。
　募集要項を読み、対象経費となる費目及び対象とならない経費について理解している。
　見積書・請求書・領収書等、対象となる経費の支払いを証明する証拠書類について提出で
きる。
　事業期間中（補助金交付決定～令和９年２月２８日（日））に発生した経費が対象となる。
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